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第 21 回 ホノルル フェスティバルご参加のお誘い 

  
 
 
 

アロハ 
 
2014 年 3 月に開催した第 20 回記念大会は、日本を含め韓国・フィリピン・オー

ストラリア・マーシャル諸島・台灣など、環太平洋の各地から 156 団体、約 5,000
名の方々にご参加いただき成功裏に納めさせていただくことができました。 
 
日本とハワイの文化交流を目的に始まったホノルル フェスティバルは 20 回目

の節目の年を終了し、今や環太平洋の交流文化イベントとして、開催期間中の

来場者数が約 123,000 人を越えるハワイ最大級のイベントにまで成長していま

す。 
 
コンテンツとしましては、 

1） ハワイコンベンションセンターにおける交流文化の各種イベント。 
2） カラカウア大通りにおける参加型の大パレード。 
3） アカデミックなテーマによるシンポジウムプログラム。 

これに加え、ワイキキビーチの夜空を飾る「長岡市の花火」も今や欠かすこと

のできないイベントのひとつとなりました。 
 
2015 年開催の第 21 回大会は新たな歴史を刻む第一歩とし、さらなる太平洋の

国々と地域間の文化交流と教育の強化を図ってまいる所存です。 
また、近年活発な動きを見せている学生参加型のイベントにも注力し、さらに

パワーアップした中身で、皆様をお迎えいたします。 
 
開催期間は、2015 年は 3 月 6 日（金）から 3 月 8 日（日）を予定しています。 
2015 年 3 月は、盛りだくさんの内容のホノルル フェスティバルに是非ご参加い

ただきたくご案内方々よろしくお願い申し上げます 
 
マハロ  
 
 

ホノルル フェスティバル財団 
理事長 治福 司 
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ホノルル フェスティバルの企画趣旨

 

 

 
1995 年 3 月に第 1回ホノルル フェスティバルが開催されました。当初の開催趣

旨は、「日本の祭りと文化をハワイに紹介しよう」との目的で、浅草の御輿を

始めとして日本各地からの参加者が地元の文化芸能と共にホノルルへ参集しま

した。 

 

その後、ホノルル フェスティバルはその名のとおり地元ホノルルに根付き、環

太平洋の文化交流と教育の場として発展し成長を遂げ、現在に至っています。

ハワイと日本の間の文化交流を目的として掲げたテーマ「Pacific Harmony 愛と

信頼」は、当初の思いを遥かに越える拡大を果たし、その参加国と地域は太平

洋全体への広がりを見せています。地元ハワイに住む各国からの人々の参加も

年々増え続けています。 

 

ハワイは太平洋の真ん中に位置し、豊かな自然を誇るばかりでなく東西文化の

交流地点でもあります。その近年の歴史は、ハワイ固有の文化を継承しつつ、

日本や各国からの多くの移民を受入れながら、多民族文化が融合された独特の

雰囲気を育んできました。 

英国のクック船長により 1778 年に発見されたハワイの島々は、十九世紀の捕鯨

と砂糖産業による繁栄と欧米化の時代を経て、カメハメハ大王が創り上げた王

国はその後米国の準州になり、1959 年には米合衆国の五十番目の州へと、その

歴史の変遷を辿ってきました。 

砂糖産業の発展と共に入植した各国からの移民の文化を受入れ、1960 年代から

は、それまでの米国化一辺倒から、ハワイアン ルネッサンスと呼ばれるハワイ

文化復興の時代が訪れ、固有の文化の再認識と共にハワイ語やフラの学習も盛

んになり、現在に至っています。 

 

広大な海は、国や地域を区切る境界線ではありません。現代のように陸路が発

達する前の地球上の移動と交流は、大海原に展開する船での航海により行なわ

れていました。太平洋の中心に位置するここハワイに、各国各地域の皆さんが

各々固有の文化を持ち寄って交流することの意義は、それぞれの違いを理解し

融合する上で極めて重要、且つ有意義なものだと確信しております。 

 

毎年一回それぞれの国や地域を代表して皆さんが集い、各地域間の異文化交流

とお互いの理解を求めて行われる「ホノルル フェスティバル」に、これからも

より多くの方々が参加して頂くことを心より願っております。 

 

                    ホノルル フェスティバル財団 
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ホノルル フェスティバルの概要

ホノルル フェスティバルのロゴマーク 

 

 

 

 

名 称：第 21 回ホノルル フェスティバル 21th Annual Honolulu Festival 

 

主 催：ホノルル フェスティバル財団   Honolulu Festival Foundation 

 

テーマ：「Ｐａｃｉｆｉｃ Ｈａｒｍｏｎｙ：愛と信頼」 

    “異民族の文化交流によって平和的な生き方を模索する” 

 

開催日：２０１５年３月６日（金）～ ８日（日） 

 

開催地：米国・ハワイ州ホノルル市 

 

  ※ 第 22 回ホノルル フェスティバル開催予定のお知らせ 

                                 ｃｃ開催予定：２０１６年３月１１日（金）～ ３月１３日（日） 

     

 

 

 

 

 

 
ホノルル フェスティバルのロゴマークは、太平洋上に浮かぶ太陽、鳥、ダイヤ

モンドヘッドのシルエット、椰子の木、稲穂をデザインしています。 

これらはハワイとアジア太平洋地域に住む人々の文化交流を表現するものです。 
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似顔絵実演 in ホノルル フェスティバル  

全体スケジュール（予定） 
 

 
2015 年 3 月 6 日(金)～3 月 11 日（水）6 日間 

日次 月日(曜) 地  名 現地時刻 交通機関 予  定  （宿泊地） 食 事 

１ 

２０１５年 
 

3／6 
（金） 

 
 

関 西 国 際 空 港 発 
関 西 国 際 空 港 発 

 

19：00
 

21：15
22：00

 
 

HA450 便
Ｄ Ｌ 278
便 

★各自関西国際空港に現地集合 
 
空路、ホノルルへ ※ＨＡ又はＤＬとなります 
空路、ホノルルへ 

（日付変更線通過）

 
 
夕：機 内 
 

ホノルル着（HA） 
ホノルル着（DL） 

 
 
 
 

10：25
11：24

 
 
 
 
 
 

19：00-
20：30

混 乗 バ ス
 
 
 

混 乗 バ ス
徒 歩 又 は
バ ス

ホノルル着 
説明会会場（ハワイコンベンションセンター）
へ 
※荷物はホテルへ輸送されます 
※ガイドマップ 2 部、OLIOLI ウォーカーパスお渡し 
※説明会終了後、DFS ギャラリアまで送迎

ホテルまでは徒歩又は OLIOLI ウォーカ
ーにてご自身にて移動 

※チェックインは 15 時以降となります 
【フレンドシップパーティー】希望者のみ 

大人 75$にて参加出来ます。 
＜ホノルル泊＞

 
朝：機 内 
 
昼： ― 
 
夕： － 

２ 
3／7 
（土） 

ホ ノ ル ル 
 

 

10：00-
18：00

 ホノルルフェスティバル 
出演・見学（仮） 

※ハワイコンベンションセンター１階内予
定 
※滞在中は OLIOLI ウォーカー使用可 

＜ホノルル泊＞

朝： － 
昼： － 
夕： － 

３ 
3／8 
（日） 

ホ ノ ル ル 

10：00-
15：00

 ホノルルフェスティバル 
出演・見学（仮） 

※ハワイコンベンションセンター１階内予
定 
※滞在中は OLIOLI ウォーカー使用可 
★グランドパレード開催 

＜ホノルル泊＞

朝： － 
昼： － 
夕： － 

４ 
3／9 
（月） 

ホ ノ ル ル 
  自由行動 

※滞在中は OLIOLI ウォーカー使用可 
＜ホノルル泊＞

朝： － 
昼： － 
夕： － 

５ 
3／10 
（火） 

 
 
 

ホ ノ ル ル 発 
ホ ノ ル ル 発 

 
 
 

14：25 
15：27 

 
混 乗 バ ス

 
ＨＡ 449

便 
ＤＬ 277

便 

出発まで自由行動 
ホテルより混乗バスにて空港まで送迎 
ホノルル空港へ 
空路、ご帰国の途へ 
※ＨＡ又はＤＬとなります 

（日付変更線通過）（機中）

朝： － 
昼：機 内 
夕：機 内 

６ 
3／11 
（水） 

 
関西国際空港着（ＨＡ） 
関西国際空港着（ＤＬ） 

 
18：15 
19：25 

 
 
 

 
★現地にて解散 

お疲れ様でした。

朝：機 内
昼： － 
夕： － 

※ご注意：2014 年 8 月 1 日現在の予定です。発着時間、交通機関等は変更になる場合がございます。 

※利用航空会社はＨＡ（ハワイアン航空）又はＤＬ（デルタ航空） 

 

 

時間の目安 
 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜  

04:00 06:00 08:00 12:00 16:00 18:00 23:00 04:00  
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第 21 回ホノルル フェスティバルのスケジュール（予定） 

似顔絵ブース用 
 

 

 

 
※ 各スケジュールは予告なく変更になる場合があります。 

月日 会場／開催時刻 催事概要 

3 月 6 日 

（金） 

-17：00 7 日、8 日の準備 

19：00－20：30 

ハワイ・コンベンション・センター 

＜フレンドシップ・パーティー＞ 

※希望者のみ 別途料金必要 

ハワイの有名シェフの料理を楽しみながら、参加者の友好を

深めるため開催されます。 

3 月 7 日 

（土） 

10：00－18：00 ＜ステージ会場 交流プログラム＞ 

（会場により異なります） 日本・ハワイを始めとする環太平洋地域からの 

参加グループによる伝統芸能や、パフォーマンスをお楽しみい

ただけます。ハワイ最大のコンベンションセンター、ハワイで最

も有名なショッピングモール、そしてワイキキがその舞台です。

ハワイ・コンベンション・センター 

アラモアナセンター 

ワイキキ特設会場 

 

ハワイ・コンベンション・センターにて 

10：00－18：00 

＜展示・実演・クラフト会場 交流プログラム＞ 

似顔絵パフォーマンス＆展示 
ハワイ・コンベンション・センター 似顔絵実演のほか、手工芸、絵、書画等の展示・実演の他、

地元の物産販売を行うクラフトフェアーを開催いたします。（最

大 100 ブース） 
 

3 月 8 日 

（日） 

10：00－15：00 ＜ステージ会場 交流プログラム＞ 

ハワイ・コンベンション・センター 土曜日と同じ 

アラモアナセンター 

ワイキキ特設会場  

ハワイ・コンベンション・センターにて 

10：00－15：00 

＜展示・実演・クラフト会場 交流プログラム＞ 

似顔絵パフォーマンス＆展示 
ハワイ・コンベンション・センター 土曜日と同じ 

オープニング・パフォーマンス 

16：15－16：30 

パレード 

16：30－20：00 

カラカウア大通り 

＜グランド・パレード 交流プログラム＞ 

ワイキキのメインストリート、カラカウア大通り 

約 1.3Km を舞台に、パレードが繰り広げられます。ハワイにい

ながら様々な国の伝統的なパフォーマンス、日本の山車や伝

統芸能を見ることができるまたと無い機会です。 

ワイキキでの長岡花火も必見です！！ 

 

 

白抜きの部分が今回のコースの内容となります 

似顔絵パフォーマンスと展示 
来場者で希望の方の似顔絵を描いてプレゼントします。お金のやり取りはビザの関係とフェスティバ

ルの意向によりできません。ブース内での宣伝やパンフレット、名刺交換は自由にできますので、帰

国後に御注文を頂くことはできます。 

同ブースのパ―テ―ションに作品を飾り、来場者に見ていただくとともに、アンケート方式で感想を書

いてもらう予定です。 
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ご参加にあたっての留意点（全プログラム共通）  
 
 
① 交流目的と方法 
企画趣旨の通り、日本を含む環太平洋の人々とハワイの人々が、お互いを本当に理解し

信頼し合い、そして双方の人々がもっと親しくもっと固い絆で結ばれるために、お互い

の歴史・文化を深く知り、肌で接し、心と心が繋がる交流を目指しています。各団体独

自のパフォ－マンスを観客へご披露いただくことが交流の一環と考えております。 

 

② ボランティアへの接し方 
現地ボランティアは、各個人の意志により文化交流の一員として参加されています。ボ

ランティアＴシャツ着用の方々には、「Thank you」「ありがとう」など一言でも感謝の

気持ちをお伝えいただけると幸いです。 

運営に関しての質問・要望などはスタッフＴシャツ着用の者にお申し付け下さい。 

 

③ 各交流会場、出演時刻、出演順等の割振りについて 

各会場の割振り（ステージの出演時間・出演場所、展示ブースの場所、パレ

ードの出演順など）は、ホノルルフェスティバル財団事務局に一任いただく

ものとし、各団体は指定または、内容の変更をすることは出来ません。 

 

④ 会場におけるバナー掲示について 

  参加団体独自のバナー（横断幕など）をステージ会場に掲示希望の場合は、必ず事前申

請をお願いいたします。会場の都合上 又は バナーの内容によっては、掲示不可とな

る場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

⑤ 肖像権等の使用について 

ホノルル フェスティバル財団が関係する日本及び、ハワイでの事前・事後の広報活動

（インターネットウェブサイト、ポスター、プログラム、パンフレット、ＤＶＤ等への

使用を含む）並びに、全ての制作物に参加者の名称、肖像、写真、映像及び、コピー文

章等の無償・無条件使用の承認を参加条件とします。 

※基本登録申込書をご提出いただく際、【肖像権等の使用に関する同意欄】に

代表者のご署名を頂きますのでよろしくお願いいたします。 

 

⑥ 会場の簡易控え室について 

展示ブース用の着替え場所はないため、出来る限りホテルで着替えを済ませてお出掛け

ください。 

特に、貴重品のお預かりや装備の管理はできません。簡易控え室はどなたでも出入りが

可能なため、各出演団体内の責任で保管・管理をお願いいたします。 

尚、パレード会場に簡易控え室はありません。 
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●プログラムについて 
フレンドシップ・パーティー （希望者のみ） 

 

開催日時： ２０１５年３月６日（金）１９：００－２０：３０（予定） 

 

開催会場： ハワイ・コンベンション・センター１階 

 

参加対象： 出演団体、見学団体、現地在住者、観光客を含めチケット（有料）をお買い求

めの方全て。 
 

チケット事前予約： $75 / 6～20歳は$70 （当日券＄90） 

※お食事(立食式)とお飲み物1杯が含まれます。 

※5歳以下は入場無料ですが、お料理とお飲み物は付いておりません。 

 

 

お 食 事： ホノルルの有名レストランが提供するお食事をお楽しみいただけます。 
 

お飲み物： ソフトドリンクまたはアメリカ産ビールのお飲み物1杯付き 
      未成年者（21歳未満）にはアルコールの提供ができません。 
 

会  場：会場内は立食式となります。会場内にいくつか椅子がありますが、全員分の椅

子は準備されておりませんので、予めご了承ください。 
 

 
＊エンターテイメント：各国の参加者にお楽しみいただける内容を予定しております。 
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●プログラムについて 

展示・実演・クラフト会場 交流プログラム 

開催日時： ２０１５年３月７日（土）１０：００－１８：００（予定） 

３月８日（日）１０：００－１５：００（予定） 

           

開催会場： ハワイ・コンベンション・センター １階 

 

交流内容：カルチャー教室やサークルなどの皆様による手工芸、キルト、書道等の展示や

実演、ワークショップなどが可能です。過去には、かるた、着物の着付け、華

道、折り紙、刺繍、甲冑の展示などハワイでは珍しい日本の文化を紹介してい

ただきました。 

また、自治体や観光協会が中心となって郷土の観光･物産展などを開催し、地域

文化の紹介も行えるプログラムです。 

環太平洋クラフトフェアーとして開催し、100 ブース以上を予定しています。 

出展時間：展示は開催日通して２日間連続で行います。 

実演やワークショップは、スケジュール表を掲示し、実演者が交代で断続的に

行う事も可能です。1 日のみも可能。両日実演希望者が多い場合、ブースが確

保できないことがございます。その場合、どちらか１日のみでお願いすること

になります。 

なお来場者のために、英語の説明パンフレットをご用意される事をお勧めいた

します。 

無料でお描きしますので、来場者が来られた順にお描きします。ボランティア

の方に整理をお願いする予定です。 

会場割付：参加団体の交流内容に合わせてスペース及び、レイアウトが決定されます。 

     ブースの配置については財団事務局へご一任いただきます。 

1 ヶ月前の代表者連絡会（ＪＴＢ中国四国担当が代理として連絡会に出席予定）

にて暫定割付を配布し、開催約 1 週間前に確定割付を配布る予定です。但し状

況に応じ、事務局の判断で予告なしにスケジュールを変更する場合がある事を、

予めご承知おきくださいますようお願いいたします。  

基本設備：似顔絵ブース 

現在 3 ｍ四方のブース 2 区画、テーブル（180cm×50cm）4、椅子 12、 

     横 240cm のパネル 1 枚を用意しています。 

     実演テーブルは 2 人で 1 つを使っていただきます。 

参加人数でブースを増減することを検討しております。 

 

設営準備：一般公開前の3/6（金）9：00-17：00の間に準備をお願いします。ただし金曜日

の午前中は教育プログラム実施の為、学生の出入りがあり、午後からはフレン

ドシップ・パーティーの準備で場内が騒がしくなりますこと、ご了承下さい。 

簡易控え室：展示ブース用の控え室の用意はありません。基本的にお着替えなどは各自ホ

テルでお済ませの上、ご集合下さい。 
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会場の詳細 

 

 

 

 

ハワイ・コンベンション・センター 

(Hawaii Convention Center) 

 

会場概要：2011年APECのメイン会場に使用されたハワイ最大のコンベンションセンターで

す。ステージ会場、展示・実演・クラフト会場などの他、映画上映、縁日コー

ナー、アニメコーナーなど多種多彩な催しを予定しています。 

荷物積み下ろし： 貨物専用口または2階駐車場から積み下ろします。貨物専用口の使用は

登録業者の車両または、9フィート（約2.7ｍ）以上の高さになる車両

に限り可能。（事前申請要）9フィート未満の車両は、2階駐車場（有

料）の利用となります。 
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ブース設営イメージ 
 

 

 

２ブース（３ｍ×３ｍ）×２ 

机4つ、展示用パネル1、椅子１０を予定しております。 

※テーブル 180ｃｍ×50ｃｍ×高さ70ｃｍ（2人で1つを使う予定です） 

 ※展示用パネル（軽量物用） 横 240 ｃｍ×高さ 220 ｃｍ（パネル面は 240cm ｘ 120 ｃｍ）  

 

参加人数によって増減致します。 

個人的に１ブースを借りて自分たちだけのスペースで展示をしたい方はお申し込み前に

ご相談ください。 

 

 ※展示・実演・クラフト会場のブース設営イメージです。 

  下記の写真は1ブースづつの団体です。似顔絵ブースは２ブース確保する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※（例）背面と横の仕切りは、パイプで外枠を組み、ドレープ（布）を垂らしたものです。 

展示用フックを追加して、ひもを付けた軽いアルミフレームや簡易パネルなどを上のパ

イプから吊るすことは可能ですが、画鋲やセロテープでドレープに固定はできません 

＜配置例＞ 似顔絵師6名の場合（1日の参加人数により配置を変えます） 

イス 机 パネル 
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その他 
 

 

 
① 添乗員は日本から行きませんが、現地係員がお世話をいたします。（日本語ＯＫ） 

 

② ブースに専用係員はいませんが、日本からと現地からのボランティアがいます。 

   

③ 個人的に１ブースを使いたい場合は事前にお知らせください。 

  申請時ブースの空きがある場合のみ。 

別途料金がかかります。１ブース3～４万円程度。 

（机やいす、パネルの個数によって増減します） 

   

④ 実演者割引はお申し込み時のみ適用いたします。 

  ７日、８日のいずれか３時間以上ブースで描いていただく方に限ります。 

  お申し込み人数によっては両日描けない場合がございます。 

 

⑤ 旅行代金に含まれないものとして自宅から①関西空港施設使用料・保安サービス

料：(大人)3,040円､(こども)1,680円 ②海外空港税：約6,200円(概算)、③渡航手続代

行料金（ESTA取得代行をご希望の方は、手配手数料 4,320円とESTA実費USD14.00が必

要です）、④関西空港までの往復代金、 

※②は6月2日時点の金額です。増額された場合には不足分を追加徴収、減額された場合

には減額分を返金させていただきます。※②は為替レートにより、若干前後します。 

 

 

その他、ご不明な点などございましたら、お気軽に担当までお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お申込み・お問い合わせは 

JTB 中国四国 広島支店 

〒730-0031 広島市中区紙屋町２－２－２ 
営業時間：平日９：３０ ～ １７：４５ 、休業日：土・日・祝 

総合旅行業務取扱管理者：久保島宏 

担当者：田丸 裕子  

ＴＥＬ：０８２－５４２－２７１５  

ＦＡＸ：０８２－５４２－２７３８ 

メールアドレス：y_tamaru858@cs.jtb.jp （田丸） 



ご旅行条件書 この旅行条件はルックＪＴＢなど本文第２項に掲げる各社の募集型企画旅行に適用させていただきます。 ９．旅行代金に含まれないもの

１０．追加代金と割引代金

１１．旅券・査証について

１２．旅行契約内容の変更

１３．旅行代金の額の変更

１４．お客様の交替

１５．旅行契約の解除・払い戻し

前項　から　のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。（１） （９）
　　超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について）。（１）
　　各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等および前項　における航空会社の定める手荷物の有料分。（２） （６）
　　クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料（３）
　　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金）（４）
　　ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー（別途料金の小旅行）の料金（５）
　　運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャージ）※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不（６）
足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。（前項　のコースの燃油サーチャージは除きます。）（９）

　　第８項　で旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金（７） （４）
　　日本国内の空港施設使用料等（８）
　　日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費（９）
　　　旅行日程中の空港税等（ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。）（１０）

　　第７項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。（あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。）（１）
　　①お１人部屋を使用される場合の追加代金。
　　②パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
　　③「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
　　④パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
　　⑤パンフレット等で当社が「Ｃ・Ｆクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
　　⑥国内線特別代金プラン
　　⑦その他パンフレット等で「××××追加代金」と称するもの（ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフ

レット等に記載した場合の追加代金等）。
　　第７項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。（あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。）（２）
　　①パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、１つの部屋に３人以上が宿泊することを条件に設定した１人あたりの割引代金。
　　②その他パンフレット等で「○○○割引代金」と称するもの。

　　ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、（１）
別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもそ
の責任を負いません。

　　渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書面（２）
記載内容をご確認ください。

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらな
い運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様
にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更す
ることがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。
　　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行（１）
代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１５日目にあたる日より前にお客
様に通知いたします。

　　当社は本項　の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項　の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。（２） （１） （１）
　　旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。（３）
　　第１２項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用（当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、（４）
違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。）が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかか
わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更
します。

　　当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事（５）
由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出し
ていただきます。この際、交替に要する手数料として１０，８００円（消費税込）をいただきます。（既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる
費用を請求する場合があります。）また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅
行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、
交替をお断りする場合があります。

１．本旅行条件書の意義

２．募集型企画旅行

３．旅行のお申し込みと契約の成立時期

４．お申し込み条件

５．契約書面と最終旅行日程表のお渡し

６．旅行代金のお支払い

７．旅行代金について

８．旅行代金に含まれるもの

本旅行条件書は、旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼ
って２１日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第２４
項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社の
カードよりお客様の署名無くして旅行代金（申込金、追加代金として表示したものを含みます。）や第１５項に規定する取消料・違約料、第１０項に規定
されている追加料金及び第１４項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がな
い限り、お客様の承諾日といたします。

　　この旅行は、以下の各社のうちパンフレットに記載する旅行会社（以下「当社」といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加さ（１）
れるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。

　　○（株）ジェイティービー（東京都品川区東品川２－３－１１観光庁長官登録旅行業第６４号）
　　○（株）ＪＴＢワールドバケーションズ（東京都品川区上大崎２－２４－９観光庁長官登録旅行業第１６９１号）
　　○（株）トラベルプラザインターナショナル（東京都江東区富岡２－１－９観光庁長官登録旅行業第５７３号）
　　○（株）トラベルプラザインターナショナル中部（名古屋市中村区名駅４－８－１２観光庁長官登録旅行業第８３８号）
　　○（株）ティーピーアイ西日本（大阪市中央区南久宝寺町３－１－８観光庁長官登録旅行業６９３号）
　　○（株）ＪＴＢガイアレック（東京都豊島区南池袋２－４３－１９観光庁長官登録旅行業第７１２号）
　　○（株）ＪＴＢ北海道（札幌市中央区北１条西６－１－２観光庁長官登録旅行業第９７８号）
　　○（株）ＪＴＢ東北（仙台市青葉区一番町３－７－２３観光庁長官登録旅行業第１５７３号）
　　○（株）ＪＴＢ関東（さいたま市中央区新都心１１－２観光庁長官登録旅行業第１５７８号）
　　○（株）ＪＴＢ首都圏（東京都品川区上大崎２－２４－９観光庁長官登録旅行業第１７５９号）
　　○（株）ＪＴＢコーポレートセールス（東京都新宿区西新宿３－７－１観光庁長官登録旅行業第１７６７号）
　　○（株）ＪＴＢ中部（名古屋市中村区名駅１－１－４観光庁長官登録旅行業第１７６２号）
　　○（株）ＪＴＢ東海（名古屋市中村区名駅１－１－４観光庁長官登録旅行業第１７６３号）
　　○（株）ＪＴＢ西日本（大阪市中央区久太郎町２－１－２５観光庁長官登録旅行業第１７６８号）
　　○（株）ＪＴＢ関西（大阪市中央区久太郎町２－１－２５観光庁長官登録旅行業第１７７５号）
　　○（株）ＪＴＢ中国四国（広島市中区紙屋町２－１－２２観光庁長官登録旅行業第１７６９号）
　　○（株）ＪＴＢ九州（福岡市中央区長浜１－１－３５観光庁長官登録旅行業第１７７０号）
　　○（株）ＪＴＢ沖縄（沖縄県那覇市おもろまち４－１９－３０観光庁長官登録旅行業第１４９２号）
　　○（株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル（東京都品川区東品川２－３－１１観光庁長官登録旅行業第１７２３号）
　　○（株）ｉ．ＪＴＢ（東京都品川区東品川２－３－１１観光庁長官登録旅行業第１７６６号）
　　○（株）ＪＴＢビジネスイノベーターズ（東京都品川区東品川２－３－１１観光庁長官登録旅行業第１７７６号）
　　○（株）ＪＴＢメディアリテーリング（東京都文京区小日向４－６－１５観光庁長官登録旅行業第１８６７号）
　　当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」（２）

といいます。）の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
　　旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」とい（３）

います。）及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」といいます。）によります。

　　当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて必要事項をお申し出のうえ、パンフレットに記載し（１）
た申込金を添えてお申込みいただきます。当社業務の都合上、専用の書面・画面に必要事項を記入いただく場合もございます。申込金は旅行代
金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立す
るものといたします。

　　①当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では（２）
契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して３日以内にお申込み内容を確認の上申込金の支払いをして
いただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

　　②ネットで予約・店舗でお支払いをする場合には当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して２日以内にお申込み内容を確認のうえ、
申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みはなかったものとして取り扱います。

　　旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項　により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、（３） （２）
申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリその他
の通信手段でお申込の場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第２４項　の定めにより契約が成立します。（３）

　　当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切（４）
の代理権を有しているものとみなします。

　　契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。（５）
　　（６） 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
　　当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみ（７）

なします。
　　お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確（８）
認したうえで、お待ちいただくことがございます（以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。）。この場合、お客様をウェイティン
グのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社らは申込書の提出及び申込金と同額を預り金として
申し受けます。（ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。）ただし、「当社らが予約が可能となった旨を通知する前にお客
様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは
当該預かり金を全額払い戻します。

　　本項　の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに契約成立となり、当該預かり金を申込（９） （８）
金として取り扱います。

　　当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書（１）
面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。

　　本項　の契約書面を補完する書面として、当社らはお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅（２） （１）
行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として旅行開始日の２週間前～７日前にはお渡しするよう努力しますが、年末
年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前
日までにお渡しします。）ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって７日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しするこ
とがあります。

「旅行代金」は、第３項の「申込金」、第１５項　の①のアの「取消料」、第１５項　の②のアの「違約料」、及び第２３項の「変更補償金」の額の算出の際の基（１） （１）
準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」
マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

　　旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変（１）
動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択が
できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します。）

　　旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭と宿泊場所／旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。）（２）
　　旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガイド料金・入場料）（３）
　　旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。パンフレット等に特に別途（４）
の記載がない限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。）

　　旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金（５）
　　航空機による手荷物の運搬料金（６）
　　お１人様スーツケース１個の手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合はお１人様２０ｋg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によっ
て異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行
するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴ない一部含まれない場合もございます。）

　　現地での手荷物の運搬料金（一部含まれないコースがあります。）（７）
　　但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
　　添乗員同行コースの同行費用（８）
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
　　燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ（９）
　　該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収および返金はいたしません。

　　旅行開始前（１）
　　①お客様の解除権
　　ア．お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除の

お申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。
　　イ．お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
　　　ａ．旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第２３項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
　　　ｂ．第１３項　に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。（１）
　　　ｃ．天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全か

つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
　　　ｄ．当社らがお客様に対し、第５項の　に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。（２）
　　　ｅ．当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
　　ウ．当社は本項　の①のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払（１）

い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項　の①のイにより、旅行契約が解除され（１）
たときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）全額を払い戻しいたします。

　　エ．日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行
実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合（当社が旅行を実施する場合）、
お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。

　　オ．お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所
定の取消料を収受します。

　　カ．当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
　　②当社の解除権
　　ア．お客様が第６項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項　の（１）

①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
　　イ．次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
　　　ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
　　　ｂ．お客様が第４項の　から　までのいずれかに該当することが判明したとき。（３） （５）
　　　ｃ．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
　　　ｄ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
　　　ｅ．お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
　　　ｆ．　お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は４／２７～５／６、７／２０～８／３１、１２／２０～１／７に旅行開始すると

きは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって３３日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の
前日から起算してさかのぼって２３日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。

　　　ｇ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそ
れが極めて大きいとき。

　　　ｈ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合に
おいて、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

　　　ｉ．上記ｈの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。（但
し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項　の①のエに拠ります。）（１）

　　　ｊ．上記ｈの一例として、新規に就航する航空会社および新規に就航する路線を利用する場合、ならびにチャーター便を利用する場合におい
て、航空会社による関係国政府の許認可の取得ができないことにより運送サービスが中止されたとき。

　　ウ．当社は本項　の②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から違約料を差し引いて払い戻し（１）
いたします。また本項　の②のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいた（１）
します。

　　旅行開始後の解除（２）
　　①お客様の解除・払い戻し
　　ア．お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
　　イ．旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、

取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
　　ウ．本項　の①のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払（２）

い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、
違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。

　　②当社の解除・払い戻し
　　ア．旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
　　　ａ．お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
　　　ｂ．お客様が第４項の　から　までのいずれかに該当することが判明したとき。（３） （５）
　　　ｃ．お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対

する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
　　　ｄ．天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合にお

いて、旅行の継続が不可能となったとき。
　　　ｅ．上記ｄの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継

続が不可能になったとき。
　　イ．解除の効果及び払い戻し
　　　　本項　の②のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提（２）

　　２０才未満の方は親権者の同意書が必要です。１５才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。（１）
　　特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合（２）
致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

　　お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。（３）
　　お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りす（４）
る場合があります。

　　お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする（５）
場合があります。

　　慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障がいをおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、そ（６）
の旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、
当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく
場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者／同伴者の同行などを条件とさせ
ていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさ
せていただく場合があります。

　　当社は、本項　　　の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、　　はお申し込みの日から、　はお申し出の日から、原則として１週（７） （１）（２）（６） （１）（２） （６）
間以内にご連絡いたします。

　　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実（８）
施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

　　お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。（９）
　　　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があ（１０）
ります。

　　　その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。（１１）

◯用３４０００１５　（２０１４．０７）
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受託販売

１．０％
１．５％

２．０％
３．０％

変更補償金の額＝１件につき下記の率×旅行代金

当社が変更補償金を支払う変更

５．０％
２．０％１．０％

お客様に通知した場合
旅行開始日の前日までに 旅行開始日以降にお客様に

通知した場合

②パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストラ
　ンを含みます。）その他の旅行の目的地の変更

①パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

　のものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確
　定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。）

⑧パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観そ

⑨上記①～⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイ
　の他の客室条件の変更

　トル中に記載があった事項の変更

注１：パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき１件として取り扱います。

注３：１件とは、運送機関の場合１乗車船毎に、宿泊機関の場合１泊毎に、その他の旅行サービスの場合１該当事項毎に１件とします。
注４：④⑦⑧に掲げる変更が１乗車船又は１泊の中で複数生じた場合であっても、１乗車船又は１泊につき１変更として取り扱います。
注５：③④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、１泊につき１件として取扱います。
注６：④運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
注７：④運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注２：⑨に掲げる変更については、①～⑧の料率を適用せず、⑨の料率を適用します。

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ：http：／／www．forth．go．jp／」でご確認ください。

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。

３０．その他

２９．旅行条件・旅行代金の基準

２８．個人情報の取扱い

２７．海外旅行保険への加入について

２６．保健衛生について

２５．海外危険情報について

２４．通信契約による旅行条件

２３．旅程保証

２２．オプショナルツアー又は情報提供

２１．お客様の責任

２０．特別補償

１９．当社の責任

１７．当社の指示

１８．添乗員

１６．旅行代金の払い戻しの時期

１．０％
１．０％

２．０％
２．０％⑤パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終

　了地たる空港の異なる便への変更

１．０％ ２．０％⑦パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

１．０％ ２．０％⑥パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
　乗継便又は経由便への変更

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収
が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保
険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。

但しルックJTBにお申込みいただいたお客様については別途、特約を設定させていただいております。詳しくはパンフレットでご確認下さい。

③パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金

④パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

　　当社らは、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いた（１）
だく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との
連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受でき
ないことがあります。

　　取得した個人情報は「受託販売欄」に記載された（総合）旅行業務取扱管理者が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
　　当社らは、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行におい（２）
て旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用し、また、お申込みいただいたパンフレットに記載され
た運送・宿泊機関等及び保険会社、手配代行者に対し、電子的方法等で送付することにより提供いたします。

　　その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願
い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

　　当社は、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項　により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委（３） （１）
託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いた
します。

　　当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限（４）
の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お
客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お
客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行って
いる当社グループ企業については、株式会社ジェイティービーのホームページ（http：／／www．jtbcorp．jp／jp／privacy／）をご参照ください。

　　当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産物店に提供することがあります。この場合、（５）
お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。な
お、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出下さい。

当社らは、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員（以下「会員」といいま
す。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件に旅行のお申込みを受ける場合
があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
（受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
　　本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。（１）
　　申し込みに際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。（２）
　　通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、当社ら（３）
が電話、e－mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

　　当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第１５項に定める取消料」（４）
の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。

　　契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して７日以内（減額（５）
又は旅行開始後の解除の場合は、３０日以内）をカード利用日として払い戻します。

　　与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日（６）
までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第１５項　の①アの取消料と同額の違約料を申し（１）
受けます。

渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する
書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ：http：／／www．anzen．mofa．go．jp／」でもご確認ください。なお、契約後ご出発ま
での間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備
えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。

　　お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意（１）
による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

　　お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社（２）
では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続き
は、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物
がございますので、ご購入には充分ご注意ください。

　　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。（３）
　　こども代金は、旅行開始日当日を基準に満２才以上～１２才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満２才未満で航空（４）
座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

　　当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出（５）
発（集合）してから、当該空港に帰着（解散）するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集
合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。

　　日本国内の空港等から、本項　の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含ま（６） （５）
れません。

　　当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお（７）
問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により同サービスの条件に変更が生じた場
合でも第１９項　及び第２３項　の責任を負いません。（１） （１）

　　お客様のローマ字氏名をお申し出またはご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにお願いいたします。お客（８）
様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交
替の場合に準じて、第１４項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解
除いただく場合もあります。この場合には第１５項の当社所定の取消料をいただきます。

　　　　供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。
この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提
供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。

　　ウ．本項　の②のアのａ、ｄにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手（２）
配をいたします。

　　エ．当社が本項　の②のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。（２）
すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

　　当社は、「第１３項の　　　の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前１５項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、（１） （２）（３）（５）
お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して７日以内に、旅行代金の
減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して３０日以内に、お客様に対し当該金
額を払い戻しいたします。

　　本項　の規定は、第１９項（当社の責任）又は第２１項（お客様の責任）で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使するこ（２） （１）
とを妨げるものではありません。

お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に
実施するための当社の指示に従っていただきます。

　　添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。（１）
　　添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するため（２）
の必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。

　　添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。（３）
　　添乗員の業務は原則として８時から２０時までといたします。（４）

　　当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客（１）
様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して２年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

　　お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項　の責任を負いません。（２） （１）
　　①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令、外国の出入国規制、伝
染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュ
ール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

　　手荷物について生じた本項　の損害につきましては、本項　のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して２１日以（３） （１） （１）
内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお１人あたり最高１５万
円まで（当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）といたします。

　　航空運送約款または航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されて（４）
も当社は責任を負いません。

　　お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社（１）
はお客様から損害の賠償を申し受けます。

　　お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内（２）
容について理解するよう努めなければなりません。

　　お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供され（３）
たと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なけれ
ばなりません。

　　当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合にお（４）
いて、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定す
る期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

　　当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行（以下「当社オプショナ（１）
ルツアー」といいます。）の第２０項（特別補償）の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社
オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画者：当社」と明示します。

　　オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中（２）
にお客様に発生した第２０項（特別補償）で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います（但し、当該オプショ
ナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。）。
また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。

　　当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポー（３）
ツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第２０項の特別補償規程は適用します（但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主
たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。）が、それ以外の責任を負い
ません。

　　当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし次の①・②・③で規定する変更を除きます。）は、第７項で定める「旅行（１）
代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して３０日以内にお客様に支払います。ただし、当該変
更について当社に第１９項　の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部と（１）
して支払います。

　　①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。（ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊
機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。）

　　　ア．旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変　イ．戦乱　ウ．暴動　エ．官公署の命令　オ．欠航、不通、休業等運送・　宿泊機関等の
旅行サービス提供の中止　カ．遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供　キ．旅行参加者の生命又は
身体の安全確保のため必要な措置

　　②第１５項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
　　③パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた

場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
　　本項　の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第７項で定める「旅行代金」に１５％を乗じて得た額を上（２） （１）
限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき１，０００円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いま
せん。

　　当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことが（３）
あります。

　　当社は前項　の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事（１） （１）
故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金（２５００万円）・後遺障害補償金（２５００万円を上限）・入院見舞金（４万
円～４０万円）及び通院見舞金（２万円～１０万円）を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金（手荷物１個又は１対あたり１０万円を上
限、１募集型企画旅行お客様１名あたり１５万円を上限とします。）を支払います。

　　本項　にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに（２） （１）
明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

　　お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動（３）
中の山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの）、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハン
ググライダー搭乗、超軽量動力機（モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他
これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項　の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企（１）
画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

　　当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書（通帳及び現金支払機用（４）
カードを含みます。）、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害
補償金を支払いません。

　　当社が本項　に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限（５） （１）
度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

◯用３４０００１５　（２０１４．０７）

Administrator
スタンプ



管理番号海外旅行募集型企画旅行お申込書（4名様用）

ご職業

コ
ー

ス
名

ご
出
発
日

2015年
3/6
（金）

見学は無料です。その他、ご不明な点はご相談ください。

人数
大

人
(　　)

(　　)

(　　)

(　　)

OP4名以上 〔　　　　〕

〔　　　　〕

TBツイン

SBシングル

TPトリプル

部屋割り

NBベッドなし(子供・幼児) 〔　　　　〕

室タイプ

(　　)

実演される場合

（　　）3/7（金）のみ
（　　）3/8（土）のみ
（　　）3/7・3/8両日
（　　）どちらでもよい
（　　）未定

旅行者番号 室タイプ

〔　　　　〕 〔　　　　〕

〔　　　　〕 〔　　　　〕

〔　　　　〕

実演される場合

（　　）3/7（金）のみ
（　　）3/8（土）のみ
（　　）3/7・3/8両日
（　　）どちらでもよい
（　　）未定

※両日描けない場合がございます

参加者名

参加者名

参加者名

※両日描けない場合がございます

参加者名

実演される場合

（　　）3/7（金）のみ
（　　）3/8（土）のみ
（　　）3/7・3/8両日
（　　）どちらでもよい
（　　）未定

※両日描けない場合がございます

実演の有無

（　　）する
　（　　）しない

実演の有無

（　　）する
　（　　）しない

3.Miss
4.Ms

旅　　　券

フリガナ 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

（　　）する
　（　　）しない

　　日本・その他（　　　　　　）

　無

お勤め先電話（伝言　可・不可）

1

（
契
約
責
任
者

）

3/6
（金）

1.Mr
2.Mｒs

2

フリガナ

2.Mｒs
3.Miss

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ
ﾈｰﾑ

携帯（その他）

□ 　無

ご職業

ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.Ms

携帯（その他）

ご
住
所

1.Mr

様
旅　　　券

□ 　申請中　　　　　月　　　　日取得予定

生年月日（西暦）

ご
住
所

〒

ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
□

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ
ﾈｰﾑ

お勤め先電話（伝言　可・不可）

3

フリガナ 生年月日（西暦） 　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　無

お勤め先電話（伝言　可・不可）

ご
住
所

〒
緊急連絡先　お名前　　　　　　　　　　　TEL：（　　　　）　　　-

携帯（その他）

　　日本・その他（　　　　　　）

旅　　　券

2.Mｒs
3.Miss

生年月日（西暦）

緊急連絡先　お名前　　　　　　　　　　　TEL：（　　　　）　　　-

携帯（その他）

　無

□ 　申請中　　　　　月　　　　日取得予定

　　日本・その他（　　　　　　）

　有

ご職業
4

フリガナ

ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.Ms

1.Mr

ご
住
所

〒

お勤め先電話（伝言　可・不可）

ＭＥＭＯ

緊急連絡先　お名前　　　　　　　　　　　TEL：（　　　　）　　　-

□ 　有

様
旅　　　券 □

国籍

国籍 　　日本・その他（　　　　　　）

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

国籍

　申請中　　　　　月　　　　日取得予定

□

年　　　月　　　日

□ 　有

お申込日

緊急連絡先　お名前　　　　　　　　　　　TEL：（　　　　）　　　-

（　　）3/7（金）のみ
（　　）3/8（土）のみ
（　　）3/7・3/8両日
（　　）どちらでもよい
（　　）未定

生年月日（西暦）

こ

ど

も

幼

児

計

担当者

田丸 裕子
社員番号

□ 　有

　申請中　　　　　月　　　　日取得予定

□

□

国籍

実演の有無

関西空港発　ホノルルフェスティバル
参加／見学６日間　（似顔絵ブース）

最少催行人員　　6名（最少催行人員に達しない場合は催行中止になる場合がございます）

実演の有無

（　　）する
　（　　）見学のみ

※原則ツイン（２名１室）
シングル部屋は追加代
金が必要です。

※ホテルは弊社スタン
ダードクラスです。
※バスルームはハーフ、
バスタブ、又はシャワー
のみの場合がございま
す。

実演される場合

（ご注意）実演者割引はお申し込み時のみ適用いたします。

ご職業

※両日描けない場合がございます

希
望
オ
プ
シ

ョ
ナ
ル

（
別
料
金

）

ご自宅電話

〒

ご署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ

ﾈｰﾑ

ご自宅電話

2.Mｒs
3.Miss

※ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ
ﾈｰﾑ

□
4.Ms

1.Mr

様

ご自宅電話

ご自宅電話

フレンドシップパーティー
19：00～20：30予定




